
令和８年度つくば市芸術文化事業会場費補助金  

募集案内 
 

１ 補助制度の概要 
市民の芸術文化活動の発表及び鑑賞の機会を拡充し、つくば市の芸術文化を推

進させるため、公演及び展覧会事業の会場費の一部を補助します。 

 

２ 補助額 

項目 内容 

1申請あたりの上限 5万円 

補助の割合 対象経費の 1/2以内 

⚠️ 補助額に 1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。 

 

３ 対象となる事業 
①公演事業 

舞台芸術（音楽、演劇、舞踊、伝統芸能など）を企画・制作・実施する事業 

②展覧会事業 

芸術作品などの展覧会を実施する事業 

 

４ 補助対象事業の要件 
補助対象となるのは、次の条件をすべて満たす必要があります。 

・つくば市その他地方公共団体や外郭団体等から、申請する補助対象事業に対し

補助や助成、委託料等を受けていない 

・政治、宗教活動を目的としていない 

・つくば市の芸術文化の振興に貢献する事業である 

・決定通知書受領後に開始し、申請年度内に完了する事業である 

・つくば市民が広く参加・鑑賞できる事業であること 

・つくば市内で実施される事業であること 

・公序良俗に反する内容でないこと 

・会場が主催者及び主催団体に所属する者が所有する施設でないこと 

・寄付等を目的としたチャリティ事業でないこと 

・参加費や入場料等を徴収する事業でないこと（ワークショップ等の材料代等の徴

収は可とする） 

 

 

 



５ 対象経費 
①公演事業の場合 

• 本番公演日、リハーサル日、機材搬入搬出日の会場使用料 

（出演者用控室や練習室の使用料も含みます） 

※リハーサル日や搬入搬出日の使用料は、本番前後それぞれ 1日分まで 

②展覧会事業の場合 

• 展示期間中及び作品搬入搬出日の会場賃借料 

（催事関係者控室を含みます） 

※搬入搬出日の使用料は、展示会開催日前後それぞれ 1日分まで 

※出演料、印刷費、謝金・人件費、宣伝費、記録費、通信費、旅費、消耗品費、備品賃

借料、空調費などは補助対象外ですのでご注意ください。 

 

６ 補助対象者の要件 
補助の対象者となるには以下の全てを満たす必要があります。 

• 国・地方公共団体や民間団体などから、申請する補助対象事業に対し運営

経費の助成を受けていない 

• 政治・宗教活動を目的としていない 

• つくば市民を半数以上含む非営利団体である（団体のみ） 

• つくば市内に在住、在勤または在学している（個人のみ） 

• 活動拠点が市内にあり、自らが事業を企画・遂行できる能力がある 

• 明確な会計経理がなされている文化芸術団体である（団体のみ） 

• 国・地方公共団体が資本金を出資していない 

• 暴力団・反社会勢力の構成員を含まない、密接な関わりを持たない 

 

７ 募集期間 
第１回 令和８年４月１日（水）〜４月 30日（木） 

第２回 令和８年９月１日（火）～９月 30日（水） 

※応募多数の場合、募集期間を短縮する場合があります。 

 

８ 申請方法 
以下の書類を、つくば市芸術文化推進課へ提出してください。 

提出書類 

1. つくば市芸術文化事業会場費補助金交付申請書（様式１） 

2. つくば市芸術文化事業計画書（様式２） 

3. つくば市芸術文化事業収支計画書（様式３） 

4. 会場使用に係る見積書や料金表 

5. その他事業内容がわかるもの（企画書、チラシ等） 

受付方法 

メールで送付、郵送、または直接持参 

 

 



提出先 

〒305-8555 

茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１ 

つくば市芸術文化推進課文化振興係 

029-883-1111（代表） 

ctz032@city.tsukuba.lg.jp 

 

９ 交付決定の時期 
第１回募集分は令和 8年 5月中旬（予定）、第２回募集分は令和８年 10月中旬

（予定）までに書面にてお知らせします。 

 

10 その他  
この案内は、「つくば市芸術文化事業会場費補助金要項」に基づき作成された、制

度の概要を示したものです。申請の前に必ず要項をご確認ください。 

 

11 お問合せ先 
つくば市芸術文化推進課文化振興係 

029-883-1111（代表） 

ctz032@city.tsukuba.lg.jp 


